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県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

新潟県規則第41号 

県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改正する規則 

県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年新潟県規則第87号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正後の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動後項等」という｡)に対応する同

表の改正前の欄中項及び号の表示に下線が引かれた項及び号（以下「移動項等」という｡)が存在する場合には当

該移動項等を当該移動後項等とし、移動後項等に対応する移動項等が存在しない場合には当該移動後項等（以下

「追加項等」という｡)を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示を除く。以下「改正部分」という｡)に対応する同

表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項及び号の表示並びに追加項等を除く。以下「改正後部分」という｡)が

存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には

当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 
  
（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 物品等 特例政令第２条第２号に規定する物

品等をいう。 

(3) 特定役務 特例政令第２条第３号に規定する

特定役務をいう。 

(4) 一連の調達契約 特例政令第２条第５号に規

定する一連の調達契約をいう。 

(5) （略） 

 

（競争入札参加者の資格に関する審査等） 

第４条 （略） 

２ 知事は、前項に規定する審査の結果、一般競争

入札又は指名競争入札に参加する者の資格がない

と認めた者から請求があるときは、当該資格がな

いと認めた理由を書面により通知するものとする。 

３ 知事は、第１項の規定により一般競争入札又は

指名競争入札に参加する者の資格を審査したとき

は、当該資格を有する者の名簿を作成するものと

する。 

４ （略） 

５ 前項の公示においては、次に掲げる事項を明ら

かにするものとする。 

(1)～(3) （略） 

(4) 施行令第167条の５第１項又は第167条の11第

２項に規定する資格に関する文書を入手するた

めの手段 

 

（一般競争入札の公告） 

第５条 特例政令第６条に規定する公告は、一般競

争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも

（定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語

の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

(1) （略） 

(2) 物品等 特例政令第２条第１項第２号に規定

する物品等をいう。 

(3) 特定役務 特例政令第２条第１項第３号に規

定する特定役務をいう。 

(4) 一連の調達契約 特例政令第２条第１項第６

号に規定する一連の調達契約をいう。 

(5) （略） 

 

（競争入札参加者の資格に関する審査等） 

第４条 （略） 

 

 

 

 

２ 知事は、前項の規定により一般競争入札又は指

名競争入札に参加する者の資格を審査したときは、

当該資格を有する者の名簿を作成するものとする。 

 

３ （略） 

４ 前項の公示においては、次に掲げる事項を明ら

かにするものとする。 

(1)～(3) （略） 

 

 

 

 

（一般競争入札の公告） 

第５条 特例政令第６条に規定する公告は、一般競

争入札の入札期日の前日から起算して少なくとも
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40日前（一連の調達契約のうち最初の契約以外の

契約に係る一般競争入札については、24日前（最

初の契約に係る公告において最初の契約以外の契

約に係る公告を少なくとも24日前に行う旨の規定

をした場合に限る。））に、県報によりしなけれ

ばならない。ただし、急を要する場合においては、

その期間を10日までに短縮することができる。 

２・３ （略） 

 

（指名競争入札の公示等） 

第６条 特例政令第７条第１項に規定する公示につ

いては、前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

２・３ （略） 

４ 特例政令第７条第２項の規定による通知は、指

名競争入札の入札期日の前日から起算して少なく

とも40日前（一連の調達契約のうち最初の契約以

外の契約に係る指名競争入札については、24日前

（最初の契約に係る公示において最初の契約以外

の契約に係る公示を少なくとも24日前に行う旨の

規定をした場合に限る。））にしなければならな

い。ただし、急を要する場合においては、その期

間を10日までに短縮することができる。 

 

（入札説明書の記載事項） 

第８条 特例政令第８条の規定により交付する文書

には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 特例政令第６条又は第７条第１項の規定によ

り公告又は公示をするものとされている事項（特

例政令第６条第６号に掲げる事項を除く｡) 

(2)～(5) （略） 

(6) 電子情報処理組織（県の使用に係る電子計算

機（入出力装置を含む。以下同じ｡)と入札に参

加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信

回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下

同じ｡)を使用して契約の手続を行う場合におい

ては、当該電子情報処理組織の使用に関する事

項 

(7) （略） 

 

（入札の方法） 

第９条 特定調達契約に係る入札は、入札書を封書

にし、第５条第１項の公告又は第６条第１項の公

示において指定した日時及び場所に提出しなけれ

ばならない。ただし、電子情報処理組織を使用し

て行う入札（以下「電子入札」という｡)は、財務

規則第58条の２第１項（財務規則第71条において

準用する場合を含む｡)の規定により行うものとす

る。 

 

 

 

40日前（一連の調達契約のうち最初の契約以外の

契約に係る一般競争入札については、24日前）に、

県報によりしなければならない。ただし、急を要

する場合においては、その期間を10日までに短縮

することができる。 

 

 

２・３ （略） 

 

（指名競争入札の公示等） 

第６条 特例政令第７条に規定する公示については、

前条第１項及び第２項の規定を準用する。 

２・３ （略） 

４ 特定調達契約に係る施行令第167条の12第２項

の規定による通知は、指名競争入札の入札期日の

前日から起算して少なくとも40日前（一連の調達

契約のうち最初の契約以外の契約に係る指名競争

入札については、24日前）にしなければならない。

ただし、急を要する場合においては、その期間を

10日までに短縮することができる。 

 

 

 

（入札説明書の記載事項） 

第８条 特例政令第８条の規定により交付する文書

には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

(1) 特例政令第６条又は第７条の規定により公告

又は公示をするものとされている事項（特例政

令第６条第５号に掲げる事項を除く｡) 

(2)～(5) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

(6) （略） 

 

（入札の方法） 

第９条 特定調達契約に係る入札は、入札書を封書

にし、第５条第１項の公告又は第６条第１項の公

示において指定した日時及び場所に提出しなけれ

ばならない。ただし、電子情報処理組織（県の使

用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同

じ｡)と入札に参加する者の使用に係る電子計算機

とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を

いう｡)を使用して行う入札（以下「電子入札」と

いう｡)は、財務規則第58条の２第１項（財務規則

第71条において準用する場合を含む｡)の規定によ

り行うものとする。 
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２～４ （略） ２～４ （略） 
  

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

告   示 

◎新潟県告示第787号 

新潟県防災行政無線運用規程（昭和50年５月新潟県告示第590号）の一部を次のように改正する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分を削る。 

次の表の改正前の欄の表中太線で囲まれた部分（以下「改正表」という｡)に対応する次の表の改正後の欄の表

中太線で囲まれた部分（以下「改正後表」という｡)が存在する場合には当該改正表を当該改正後表に改め、改正

表に対応する改正後表が存在しない場合には当該改正表を削る。 

改 正 後 改 正 前 
  
別表１（第３条関係） 

１～３ （略） 

４ 端末局 

(1) 下越ブロック 

無線局

所の種

別 

呼出名称 設置場所 

（略） （略） （略） 

   

（略） （略） （略） 

   

（略） （略） （略） 

（略） つばめし 

 

 

 

燕市役所 

（略） （略） （略） 

(2)～(6) （略） 

５・６ （略） 

別表１（第３条関係） 

１～３ （略） 

４ 端末局 

(1) 下越ブロック 

無線局

所の種

別 

呼出名称 設置場所 

（略） （略） （略） 

〃  〃 むら

まつししよ 

 〃 村松支所 

 

（略） （略） （略） 

〃 

 

〃 

 

〃 

 〃 かの

せししよ 

 〃 かみ

かわししよ 

 〃 みか

わししよ 

 〃 鹿瀬支所 

 

 〃 上川支所 

 

 〃 三川支所 

（略） （略） （略） 

（略） つばめしや

くしよよし

だちようし

や 

燕市役所吉田庁舎 

（略） （略） （略） 

(2)～(6) （略） 

５・６ （略） 
  

 

◎新潟県告示第788号 

計量法（平成４年法律第51号）第19条第１項の規定により、南魚沼市の特定計量器定期検査を次のとおり実施

する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 検査の対象となる特定計量器 

 計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号に規定する特定計量器 
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２ 定期検査を行う期日、場所及び区域 

検査日時 検査場所 検査区域等 

６月16日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後１時から４時まで 

コミュニティホールさわらび 南魚沼市全域 

６月17日（火） 

 

午前 9時から正午まで 

午後 1時から４時まで 

 ６月18日（水） 

 

午前 9時から正午まで 

午後１時から４時まで 

塩沢公民館 

６月19日（木） 

 

午前 9時から正午まで 

午後 1時から４時まで 

６月20日（金） 午前 9時から正午まで 

 ６月23日（月） 

 

午前10時から正午まで 

午後 1時から４時まで 

勤労青少年ホーム 

 ６月24日（火） 

６月25日（水） 

午前 9時から正午まで 

午後 1時から４時まで 

６月26日（木） 午前 9時から正午まで 

６月27日から平成

27年３月13日まで。

ただし、土・日曜日

及び祝日並びに12

月29日、12月30日、

12月31日、平成27

年１月２日を除く。 

午前９時30分から正午まで 

午後１時から３時30分まで 

新潟県計量検定所 上記の未受検者 

特定計量器の所在の場所 特定計量器検定検査規則 

（平成５年通商産業省

令第70号）第39条第１項

に規定する特定計量器 

 

３ 実施機関 

 新潟県指定定期検査機関 一般社団法人新潟県計量協会 

 

◎新潟県告示第789号 

新潟県水源地域の保全に関する条例（平成25年新潟県条例第49号）第９条第２項の規定により、次のとおり水

源地域を指定するので、同条第７項の規定により告示する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

水源地域 

市町村名 水源地域に含まれる土地の区域 

村上市  市内の全区域 

関川村  村内の全区域 

粟島浦村 村内の全区域 

阿賀町 町内の全区域 

新潟市 次に掲げる 38区域を除く市内の区域 

○旧新潟市 

太郎代、島見町、新富町、太夫浜、松浜８丁目、松浜みなと、松浜町、船江町３丁目、河渡、

空港西２丁目、松園２丁目、西船見町、窪田町、水道町１丁目、関屋、汐見台、 

浜浦町１丁目、関屋掘割町、浦山３丁目、青山、青山７丁目、上新栄町、上新栄町２丁目、

上新栄町５丁目、五十嵐１の町、五十嵐２の町、五十嵐３の町、五十嵐３の町中、 

五十嵐３の町北、内野上新町、中権寺、谷内、四ツ郷屋、赤塚 

○旧巻町 

舟戸、鷲ノ木、上木島、下木島 

新発田市 市内の全区域 

五泉市 市内の全区域 

阿賀野市 市内の全区域 
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胎内市 市内の全区域 

聖籠町 町内の全区域 

長岡市 市内の全区域 

三条市 市内の全区域 

柏崎市 次に掲げる６区域を除く市内の区域 

○旧柏崎市 

大字藤井、大字茨目、大字両田尻、大字下田尻、大字上田尻 

○旧西山町 

西山町五日市 

小千谷市 市内の全区域 

加茂市 市内の全区域 

見附市 市内の全区域 

燕市 市内の全区域 

弥彦村 次に掲げる５区域を除く村内の区域 

大字井田、大字山岸、大字山崎、大字中山、大字魵穴 

田上町 町内の全区域 

出雲崎町 町内の全区域 

刈羽村 村内の全区域 

十日町市 市内の全区域 

魚沼市 次に掲げる１区域を除く市内の区域 

○旧小出町 

原虫野 

南魚沼市 次に掲げる４区域を除く市内の区域 

○旧六日町 

奥、宇津野新田、泉新田、中川 

湯沢町 町内の全区域 

津南町 町内の全区域 

上越市 次に掲げる 67区域を除く市内の区域 

○合併前の上越市 

大字西ヶ窪浜、大字夷浜、大字遊光寺浜、大字下荒浜、大字石橋新田、大字上吉野、 

大字下吉野、大字下名柄、大字上五貫野、大字下五貫野、大字小泉、大字川端、大字東中島、 

大字上千原、大字下真砂、大字福橋、大字福田、大字三ツ橋新田、大字三ツ橋、大字上真砂、 

大字杉野袋、大字下百々、大字飯塚、大字米岡、大字四辻町、大字青野、国府１丁目、 

五智４丁目、五智６丁目、大字五智国分 

○大潟区 

大潟区雁子浜、大潟区九戸浜、大潟区九戸雁子上下浜立会、大潟区内雁子新田、 

大潟区内雁子、大潟区潟町、大潟区四ツ屋浜、大潟区岩野古新田、大潟区長崎、 

大潟区土底浜、大潟区蜘ヶ池、大潟区下小船津浜、大潟区上小船津浜、大潟区下小舟戸新田、 

大潟区渋柿浜、大潟区潟守新田、大潟区犀潟 

○頸城区 

頸城区市村、頸城区下三分一、頸城区望ヶ丘、頸城区島田、頸城区舟津、頸城区森下、 

頸城区宮本、頸城区五十嵐、頸城区北方、頸城区下千原、頸城区千原、頸城区諏訪、 

頸城区百間町、頸城区上池田、頸城区上増田 

○清里区 

清里区南田中、清里区菅原、清里区弥生、清里区岡野町、清里区岡嶺新田 

妙高市 市内の全区域 

糸魚川市 市内の全区域 

佐渡市 市内の全区域 

ただし、森林法（昭和 26年法律第 249号）第５条第１項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となって

いる同項に規定する民有林に限る。 
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◎新潟県告示第790号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする予定である。 

平成26年５月９日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林予定森林の所在場所 

新潟県村上市羽下ケ渕字東野 136の１、195 の１、235の１、236の１、237の１、238の１、240 の２、241

の２、242の１、244の１、245の２、246の２、247の４、369の１、381の１、381 の４、字家ノ前 380の１ 

２ 指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び村上市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第791号 

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定をする。 

平成26年５月９日 

新潟県知事    泉 田  裕 彦 

１ 保安林の所在場所 

新潟県佐渡市相川鹿伏 166の３ 

２ 指定の目的 

    土砂の崩壊の防備 

３ 指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

 ア 主伐は、択伐による。 

 イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定

める標準伐期齢以上のものとする。 

 ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県農林水産部治山課及び佐渡市役所に備え置いて縦覧に供

する｡) 

 

◎新潟県告示第792号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、上越市の柿崎土地改良区の定款の変更を      

平成26年４月28日認可した。 

平成26年５月９日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第793号 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、上越市の関川水系土地改良区の定款の変更を

平成26年４月25日認可した。 

平成26年５月９日 

新潟県上越地域振興局長 

 

◎新潟県告示第794号 
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測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、三条市長から次のと

おり公共測量を実施する旨の通知があったので、同条第３項の規定により公示する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 作業種類 公共測量（航空写真撮影） 

２ 作業期間 平成26年４月１日から平成26年10月31日まで 

３ 作業地域 三条市 

 

◎新潟県告示第795号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 山ノ相川下条停車場線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

十日町市東下組字南沢 499番１から 

 

同市東下組字南沢558番１まで 

 

新 

 

5.7～92.5メートル 

 

296.8メートル 

 

旧 

 

5.3～63.6メートル 

 

319.0ートル 

 

◎新潟県告示第796号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県十日町地域振興局地域整備部庶務

課において縦覧に供する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   山ノ相川下条停車場線 

２ 供用開始の区間 

  十日町市東下組字南沢499番１から同市東下組字南沢558番１まで 

３ 供用開始の期日  平成26年５月９日 

 

◎新潟県告示第797号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更した。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 道路の種類 県道 

２ 路 線 名 佐渡一周線 

３ 道路の区域 

区        間 新旧の別 敷 地 の 幅 員 延     長 

 

佐渡市松ヶ崎字青木 902番１から 

 

 

新 

 

3.5～31.0メートル 

 

216.0メートル 
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同市松ヶ崎字出口1221番まで  

旧 

 

3.5～14.7メートル 

 

194.3メートル 

 

◎新潟県告示第798号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、県道変更区域の供用を次のとおり開始する。 

なお、関係図面は、告示日から２週間、新潟県土木部道路管理課及び新潟県佐渡地域振興局地域整備部庶務課

において縦覧に供する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 路 線 名  県道   佐渡一周線 

２ 供用開始の区間 

  佐渡市松ヶ崎字青木902番１から同市松ヶ崎字出口1221番まで 

３ 供用開始の期日  平成26年５月９日 

 

公   告 

予算の公表について（公告） 

平成26年３月31日専決処分をした平成25年度新潟県一般会計補正予算、災害救助事業特別会計補正予算の要領

は、次のとおりである。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 
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狩猟免許試験の実施について（公告） 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第41条の規定により、狩猟免許試験を次の

とおり実施する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 試験の日時及び場所 

試   験 試験会場 

（所在地） 

対象地域 申請期間 

月 日 受付時間 開始時間 

７月６日

（日） 

午前９時 午前９時 30

分 

新発田市カルチャ

ーセンター 

（新発田市本町４

丁目16－83） 

村上市、関川村、粟島浦村、新発

田市、阿賀野市、胎内市、聖籠町 

５月26日（月）

～ ６ 月 16 日

（月） 

長岡市中央公民館 

（長岡市幸町２－

１－１） 

三条市、加茂市、田上町、弥彦村、

長岡市、見附市、小千谷市、出雲

崎町、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、

十日町市、津南町、柏崎市、刈羽

村 

上越保健所 

（上越市春日山町

３－８－34） 

上越市、妙高市、糸魚川市 

新潟テルサ 

（新潟市中央区鐘

木185－18） 

新潟市、五泉市、阿賀町、燕市、

佐渡市 

９月７日

（日） 

午前９時 午前９時 30

分 

長岡市中央公民館 

（長岡市幸町２－

１－１） 

三条市、加茂市、田上町、弥彦村、

長岡市、見附市、小千谷市、出雲

崎町、魚沼市、南魚沼市、湯沢町、

十日町市、津南町、柏崎市、刈羽

村 

７月28日（月）

～ ８ 月 18 日

（月） 

上越保健所 

（上越市春日山町

３－８－34） 

上越市、妙高市、糸魚川市 

新潟県庁 

（新潟市中央区新

光町４－１） 

新潟市、五泉市、阿賀町、燕市、

佐渡市、村上市、関川村、粟島浦

村、新発田市、阿賀野市、胎内市、

聖籠町 

11月21日

（金） 

午前９時 午前９時 30

分 

新潟県庁 

（新潟市中央区新

光町４－１） 

全県 10月10日（金）

～ 10 月 31 日

（金） 

２ 受験資格 

  新潟県内に住所を有する試験当日20歳以上の者 

３ 受験申込みの手続 

(1) 提出書類 

  狩猟免許申請書に必要事項を記入し、所定欄に申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背

景の縦3.0 センチメートル、横2.4 センチメートルの写真をはり付け、所定の狩猟免許手数料（新潟県収入

証紙5,200 円（現に受けている狩猟免許と異なる狩猟免許を受けようとする場合にあっては、3,900 円））を

添えて提出すること。 

(2) 添付書類 

ア 猟銃・空気銃所持許可証の写し 

  銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を受けている者

は当該許可に係る許可証の写し 
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イ 医師の診断書（アの許可を受けていない者） 

  アの銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を受けてい

ない者は医師の診断書（①統合失調症、②そううつ病（そう病及びうつ病を含む｡)､③てんかん（発作が再

発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発

するものを除く｡)及び④自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は

著しく低下させる症状を呈する病気並びに⑤麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒に関するもの)｡ 

  診断書は、受験日と同一年度に発行されたものを有効とする。なお、一度診断書を提出した者が同一年

度内に再受験する場合は、申し出により診断書提出を省略できるものとする。 

ウ 住民票 

  受験日と同一年度に発行されたものを有効とする。なお、一度住民票を提出した者が同一年度内に再度

受験する場合は、前回受験時から住所の変更がない場合に限り、申し出により住民票提出を省略できるも

のとする。 

(3) 書類の提出先及び受付期間 

  受験者の住所地を管轄する地域振興局健康福祉（環境）部（新潟市に住所を有する者は新潟県県民生活・

環境部環境企画課）に、第１回（平成26年７月６日実施）を受験しようとする者にあっては平成26年５月26

日から６月16日までの間に、第２回（平成26年９月７日実施）を受験しようとする者にあっては平成26年７

月28日から８月18日までの間に、第３回（平成26年11月21日実施）を受験しようとする者にあっては平成26

年10月10日から10月31日までの間に提出すること。 

４ 受験者への通知等 

  狩猟免許申請書を受理した後、受験者へ免許試験の日時及び会場を明示した受験票を送付する。 

５ 狩猟免許試験の内容、順序等 

  狩猟に関する適性、技能及び知識について行うが、これらの試験を行う順序は適性試験、知識試験、技能試

験とし、適性試験又は知識試験のいずれかに合格しなかった者は、技能試験を受けることができない。 

６ 試験会場の指定 

  試験会場は、受験者の住所地ごとに、１の試験の日時及び場所のとおり対象地域が定められているので、受

験票に明示された会場で受験すること。指定会場以外で受験を希望する場合は、申請の際に、申し出るものと

する。指定された日時及び会場で受験できない場合は、指定された日の３日前までに狩猟免許申請書を提出し

た地域振興局健康福祉（環境）部、又は新潟県県民生活・環境部環境企画課に申し出ること。 

７ 狩猟免許試験の合格者 

  狩猟免許試験に合格した者に対し、狩猟免状を交付する。 

８ 狩猟免許試験についての問い合わせ 

  新潟県県民生活・環境部環境企画課（電話025(280)5152)､又は地域振興局健康福祉（環境）部に問い合わせ

ること。 

 

狩猟免許更新に伴う適性試験及び講習の実施について（公告） 

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）第51条第２項及び第４項に規定する適性試

験及び講習を次のとおり実施する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 適性試験及び講習の日時、会場 

地域 適性検査・講習 検査・講習会場 

（所在地） 

対象地域 申請期間 

月 日 受付時間 開始時間 

新 発

田 

７月 13

日（日） 

午後１時 午後１時30

分 

新発田市カルチャ

ーセンター 

（新発田市本町４

－16－83） 

村上市、関川村、粟島浦村、

新発田市、阿賀野市、胎内市、

聖籠町 

６月３日（火） 

～ ６ 月 27 日

（金） 

長岡 ７月 13

日（日） 

午後１時 午後１時30

分 

長岡市中央公民館 

（長岡市幸町２－

１－１） 

三条市、加茂市、田上町、弥

彦村、長岡市、見附市、小千

谷市、出雲崎町、魚沼市、南

魚沼市、湯沢町、十日町市、 

６月３日（火） 

～ ６ 月 27 日

（金） 



第35号 新  潟  県  報 平成26年５月９日(金) 

29 

     津南町、柏崎市、刈羽村  

県庁 ８月 10

日（日） 

午後１時 午後１時30

分 

新潟県庁 

（新潟市中央区新

光町４－１） 

新潟市、五泉市、阿賀町、燕

市、佐渡市 

７月１日（火） 

～ ７ 月 25 日

（金） 

上越 ８月 23

日（土） 

午後１時 午後１時30

分 

上越市市民プラザ 

（上越市土橋1914

－３） 

上越市、妙高市、糸魚川市 ７月15日（火） 

～ ８ 月 ８ 日

（金） 

県庁 ９月 14

日（日） 

午後１時 午後１時30

分 

新潟県庁 

（新潟市中央区新

光町４－１） 

全県 ８月５日（火） 

～ ８ 月 29 日

（金） 

２ 受講対象者 

  平成23年度に狩猟免許を受けた者 

３ 受講申込みの手続 

(1) 提出書類 

  狩猟免許更新申請書に必要事項を記入し、所定欄に申請前６か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、

無背景の縦3.0 センチメートル、横2.4 センチメートルの写真をはり付け、所定の狩猟免許更新手数料（新

潟県収入証紙2,900 円）を添えて提出すること。 

  (2) 添付書類 

ア 猟銃・空気銃所持許可証の写し 

  銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を受けている者

は当該許可に係る許可証の写し 

イ 医師の診断書（アの許可を受けていない者） 

  アの銃砲刀剣類所持等取締法（昭和33年法律第６号）第４条第１項第１号の規定による許可を受けてい

ない者は医師の診断書（①統合失調症、②そううつ病（そう病及びうつ病を含む｡)､③てんかん（発作が再

発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発

するものを除く｡)及び④自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は

著しく低下させる症状を呈する病気並びに⑤麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒に関するもの)｡ 

  診断書は、受験日と同一年度に発行されたものを有効とする。なお、一度診断書を提出した者が同一年

度内に再受験する場合は、申し出により診断書提出を省略できるものとする。 

(3) 書類の提出先及び受付期間 

  １の受講者の住所地を管轄する地域振興局健康福祉（環境）部で受講しようとする者は、管轄する地域振

興局健康福祉（環境）部に、県庁で受講しようとする者は、新潟県県民生活・環境部環境企画課に、講習日

の40日前から15日前までに提出すること。 

４ 受講者への通知等 

  狩猟免許更新申請書を受理した後、受講者へ適性試験、講習の日時及び会場を明示した受講票を送付する。 

５ 適性試験、講習の内容及び順序等 

  狩猟に関する適性試験を行った後、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法令、鳥獣の判別並びに猟具の取

り扱いについて所定時間の講習を行う。 

６ 適性試験及び講習会場の指定 

  適性試験及び講習会場は、受講者の住所地ごとに１の適性試験及び講習の日時、会場のとおり指定されてい

るので、受講票に明示された会場で受講すること。指定された日時及び会場で受講できない場合は、指定され

た日の３日前までに狩猟免許更新申請書を提出した地域振興局健康福祉（環境）部、又は新潟県県民生活・環

境部環境企画課に申し出ること。 

７ 適性試験の合格者 

  適性試験に合格した者に狩猟免状を交付する。狩猟免状の交付を受けた者は、狩猟免状の交付を受けた地域

振興局健康福祉（環境）部、又は新潟県県民生活・環境部環境企画課に旧狩猟免状を返納すること。 

８ 適性試験及び講習についての問い合わせ 

  地域振興局健康福祉（環境）部、又は新潟県県民生活・環境部環境企画課（025(280)5152）に問い合わせる 

こと。 
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大規模小売店舗の新設について（公告） 

大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第５条第１項の規定による新設の届出の概要を次のとおり公表

する。 

なお、この届出に対して同法第８条第２項の規定により店舗所在市町村の区域内に居住する者等は、本公告の

日から４月以内に、店舗周辺の地域の生活環境の保持の見地から、県に対し意見書を提出することができる。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

名 称 （仮称）ピアレマート十日町店 

所在地 十日町市高山字水上820番地13外 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名 

(1) 大規模小売店舗を設置する者 

・氏名又は名称 株式会社スポット 

法人代表者氏名 代表取締役 朝日 幸勝 

住所 柏崎市東原町17番地２ 

(2) 大規模小売店舗において小売業を行う者 

・氏名又は名称 株式会社スポット 

法人代表者氏名 代表取締役 朝日 幸勝 

住所 柏崎市東原町17番地２ 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

平成26年12月29日 

４ 大規模小売店舗の店舗面積の合計 

計1,591平方メートル 

５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

(1) 駐車場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計63台 

(2) 駐輪場の位置及び収容台数 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・収容台数 計23台 

(3) 荷さばき施設の位置及び面積 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・面積 計42平方メートル 

(4) 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

・容量 計12立方メートル 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

(1) 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

午前９時から午後９時 

(2) 来客が駐車場を利用できる時間帯 

午前８時30分から午後９時30分 

(3) 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

・出入口の数 ２箇所 

・位置 届出書に添付された図面のとおり 

(4) 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

午前７時から午後６時 

７ 届出年月日 

平成26年４月28日 

８ 縦覧場所 

新潟県産業労働観光部商業振興課 
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（なお、十日町市産業観光部産業政策課でも閲覧ができます｡) 

９ 縦覧期間 

平成26年５月９日から平成26年９月９日まで 

10 大規模小売店舗立地法に関する事項、意見書の提出方法その他の問合せ先 

商業振興課 商業振興係 

電   話 025－280－5237 

Ｅメ ー ル  ngt050020@pref.niigata.lg.jp 

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、男性警察官用冬服上下及び冬活動服の製造請

負について、次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける

ものである。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   男性警察官用冬服上衣  375着 

         冬服ズボン 732本 

         冬活動服  628着 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 納入期限 

   平成26年９月17日（水）及び平成26年11月18日（火） 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額を加算した金額（当  

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という｡)に登載されている者であること。 

(4) 本調達物品及び数量を納入期限までに確実に納入し得ると認められた者であること。 

(5) 本調達物品に係る品質等の証明ができた者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県出納局会計検査課物品契約係 

      電話番号 025－280－5490 

      Ｅメール  ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 
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(4) 入札書の受領期限 

      平成26年７月２日（水） 午後５時 

(5) 開札の日時及び場所 

      平成26年７月３日（木） 午後１時30分 

   新潟県庁出納局会計検査課入札室 

４ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則  

第10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所 

  資格者名簿に登載されていない者で、本調達物品の入札への参加を希望するものは、新潟県物品入札参加

資格審査申請書を平成26年５月30日（金）までに、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

(5) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書等を平成26年６月９日（月）午後５時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

   入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求め  

られた場合は、これに応じなければならない。 

(6) 入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。    

(7) 契約書作成の要否  

  要  

(8) 不当介入に対する通報報告 

   契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ通報報告を行

うこと。 

(9) 落札者の決定方法 

      規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った  

者を落札者とする。 

(10) 契約の停止等 

      当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年１月新潟県告示第209号）に基づく苦情申立

があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(11)その他 

      詳細は入札説明書による。 

５ Summary  

(1) Nature and quantity of the product to be purchased:  

 1. Winter jackets for male police officers – 375 jackets 

 2. Winter trousers for male police officers – 732 pairs 

 3. Winter workwear for male police officers – 628 sets 

(2) Deadline for bid participant applications: 

      ５：00P.M. June 9, 2014 

(3) Date of bid opening: 

      １：30P.M. July 3, 2014 

(4) For more information, please contact the following division in Japanese: 

      Audit Division 

      Bureau of the Treasury 

      Niigata Prefectural Government 

      ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 
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      950－8570 

      JAPAN 

      TEL: 025－280－5490 

    E-mail：ngt190030@pref.niigata.lg.jp  

 

一般競争入札の実施について（公告） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条第１項の規定により、男性警察官用合服上下及び合活動服の製造請

負について、次のとおり一般競争入札を行う。 

なお、この入札に係る調達は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第23号）の適用を受ける

ものである。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 入札に付する事項 

(1) 購入等件名及び数量 

   男性警察官用合服上衣  401着 

         合服ズボン 800本 

         合活動服  661着 

(2) 調達案件の仕様等 

   入札説明書による。 

(3) 納入期限 

   平成26年９月25日（木）及び平成27年３月20日（金） 

(4) 納入場所 

入札説明書による。 

(5) 入札方法 

  落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の８に相当する額を加算した金額（当  

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする｡)をもって落札価格とするの

で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約希望金額の 108分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。 

２ 入札に参加する者に必要な資格 

    入札に参加する者に必要な資格は次のとおりとする。 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 指名停止期間中の者でないこと。 

(3) 新潟県物品入札参加資格者名簿（以下「資格者名簿」という｡)に登載されている者であること。 

(4) 本調達物品及び数量を納入期限までに確実に納入し得ると認められた者であること。 

(5) 本調達物品に係る品質等の証明ができた者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   郵便番号 950－8570 

      新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

      新潟県出納局会計検査課物品契約係 

      電話番号 025－280－5490 

      Ｅメール  ngt190030@pref.niigata.lg.jp 

(2) 入札説明書の交付等 

入札説明書の交付は、本公告の日から上記(1)の場所で行うほか、新潟県入札情報サービスで公開する。 

(3) 入札書の提出方法 

この一般競争入札に参加を希望する者で、本公告に示した競争参加資格を有すると契約担当者が判断した

者にあっては、下記(4)の入札書の受領期限までに封印した入札書を上記(1)に提出しなければならない。 

また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

(4) 入札書の受領期限 

      平成26年７月８日（火） 午後５時 

(5) 開札の日時及び場所 
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      平成26年７月９日（水） 午後１時30分 

   新潟県庁出納局会計検査課入札室 

４ その他 

(1) 契約において使用する言語及び通貨 

      日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金 

      免除する。 

(3) 契約保証金 

      契約金額の100分の10に相当する金額以上の金額とする。ただし、新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則  

第10号。以下「規則」という｡)第44条第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。 

(4) 競争入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所 

  資格者名簿に登載されていない者で、本調達物品の入札への参加を希望するものは、新潟県物品入札参加

資格審査申請書を平成26年５月30日（金）までに、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

(5) 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札に参加を希望する者は、入札参加申請書等を平成26年６月９日（月）午後５時までに、

本公告に示した競争参加資格を証明する書類を添付して、上記３(1)の場所に提出しなければならない。 

   また、新潟県電子入札システムで提出することもできる。 

   入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、契約担当者から当該書類に関し説明を求め  

られた場合は、これに応じなければならない。 

(6) 入札の無効 

      本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。    

(7) 契約書作成の要否  

  要  

(8) 不当介入に対する通報報告 

   契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び発注者（新潟県）へ通報報告を行

うこと。 

(9) 落札者の決定方法 

      規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った  

者を落札者とする。 

(10) 契約の停止等 

      当該調達に関し、政府調達に関する苦情の処理手続（平成８年１月新潟県告示第209号）に基づく苦情申立

があったときは、契約を停止し、又は解除することがある。 

(11)その他 

      詳細は入札説明書による。 

５ Summary  

(1) Nature and quantity of the product to be purchased:  

 1. Spring/autumn jackets for male police officers – 401 jackets 

 2. Spring/autumn trousers for male police officers – 800 pairs 

 3. Spring/autumn workwear for male police officers – 661 sets 

(2) Deadline for bid participant applications: 

      ５：00P.M. June 9, 2014 

(3) Date of bid opening: 

      １：30P.M. July 9, 2014 

(4) For more information, please contact the following division in Japanese: 

      Audit Division 

      Bureau of the Treasury 

      Niigata Prefectural Government 

      ４－１ Shinko-cho, Chuo-ku, Niigata City, Niigata Prefecture 

      950－8570 

      JAPAN 

      TEL: 025－280－5490 
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    E-mail：ngt190030@pref.niigata.lg.jp  

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  歩行者用交通信号灯器ＬＥＤ電球の借上げ 5,270個 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県警察本部警務部会計課 

 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

  借上げ 

４ 契約方式 

  一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年４月11日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  ＮＴＴファイナンス株式会社新潟支店 

  新潟県新潟市中央区上大川前通六番町1215番地７ 

７ 落札価格 

  32,620,320円 

８ 入札公告日 

  平成26年２月28日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  運転免許センター庁舎設備管理業務及び特定建築物環境衛生管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県警察本部警務部会計課 

 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

  購入等 

４ 契約方式 

  一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年３月27日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  環境をサポートする株式会社きらめき 

  新潟県新潟市中央区東堀前通６番町1061番地 

７ 落札価格 

  23,328,000円 

８ 入札公告日 

  平成26年２月14日 
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９ 落札方式 

  最低価格 

 

特定調達契約の落札者等について（公告） 

特定調達契約について落札者を決定したので、県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成

７年新潟県規則第87号）第15条の規定により、次のとおり公告する。 

平成26年５月９日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

１ 調達件名及び数量 

  運転免許センター長岡支所庁舎設備管理業務及び特定建築物環境衛生管理業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  新潟県警察本部警務部会計課 

 新潟県新潟市中央区新光町４番地１ 

３ 調達方法 

  購入等 

４ 契約方式 

  一般競争入札 

５ 落札決定日 

  平成26年３月27日 

６ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社ＮＫＳコーポレーション新潟支店 

  新潟県新潟市中央区紫竹山２丁目５番40号 

７ 落札価格 

  12,906,000円 

８ 入札公告日 

  平成26年２月14日 

９ 落札方式 

  最低価格 

 

監査委員公表 

監 査 結 果 公 表 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第４項の規定により、住民監査請求に係る監査結果を次のとおり公

表する。 

平成26年５月９日 

新潟県監査委員 野 上 信 子 

新潟県監査委員 小 林 林 一 

新潟県監査委員 桜 井 甚 一 

新潟県監査委員 田 宮 強 志 
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住民監査請求に係る監査結果 

 

第１ 監査の請求 

１ 請求人 

新潟市中央区東中通一番町86番地51新潟東中通ビル３階新潟中央法律事務所内 

   新潟市民オンブズマン 代表者 齋藤 裕 

２ 請求の要旨 

  (1) 新潟県は、平成10年５月21日、協同組合新発田商業開発との間で、新潟県が協同組合新発田商業開発に、

中小企業高度化資金11億9,645万2,000円を貸し付ける契約を締結し、これを貸し付けた。 

(2) 償還条件は、平成15年９月30日から平成29年９月30日まで、毎年30日限り、各7,977万円を返済するとい

うものであった。 

なお、契約書においては、償還期限までに貸付金を返還しない場合、償還期限の翌日から償還の日まで

の日数に応じて延滞した金額に年10.75パーセントの割合による違約金を支払うことが約されている。 

  (3) 上記償還条件に従うと、平成21年12月７日時点で、７×7,977万円＝５億5,839万円が返済されているは

ずである。 

    ところが、「中小企業高度化資金貸借契約の条件変更について（通知）」によると、平成21年12月７日

時点での残高は11億900万円もある。すなわち、５億5,839万円を返済していなければならない間に8,745

万2,000円しか返済していない。７年かけて１年分しか返済していないということである。 

  (4) よって、新潟県としては、協同組合新発田商業開発に対し、残元本に対する平成15年10月１日から完済

まで年10.75パーセントの割合による違約金の支払を請求すべきであるが、一切行っていない。 

  (5) 協同組合新発田商業開発に対し、平成15年10月１日から完済まで年10.75パーセントの割合による違約金

の支払を請求するよう知事に勧告することを求める。 

 ３ 請求の受理 

   本件請求は、地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という｡)第242条に規定する要件を具備してい

るものと認め、請求書が提出された平成26年３月３日をもってこれを受理した。 

 

第２ 証拠の提出及び陳述 

法第242条第６項の規定に基づき、平成26年４月３日、請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を与えたが、

請求人の陳述及び新たな証拠の提出は行われなかった。 

 

第３ 監査の実施 

 １ 監査の対象 

   新潟県が協同組合新発田商業開発との間で締結（平成10年７月１日公正証書作成）した新潟県中小企業高  

度化資金貸借契約（以下「本件契約」という｡)に係る違約金の請求について、違法又は不当に財産の管理を

怠る事実があるか否かを監査の対象とした。 

 ２ 監査対象機関 

   商業振興課 

 

第４ 監査委員の交替 

   平成26年３月31日監査委員石上和男の退任により、同年４月１日新たに田宮強志が選任されたので、監査

委員事務引継を行った。 

 

第５ 監査の結果 

   監査対象機関の関係職員からの聞き取り及び関係書類の精査を行った。その概要は次のとおりである。 

 １ 事実関係の確認 

(1) 本件契約の相手方について 

協同組合新発田商業開発（以下「本件組合」という｡)は、地元の小売業者が組合員となって、中小企業等

協同組合法に基づいて、平成８年10月24日に設立された法人であり、特定商業集積の整備の促進に関する特

別措置法の承認を受けて整備された商業集積「コモタウン」内において、ショッピングセンター「ピオ21」

の運営を行っている。 

(2) 新潟県中小企業高度化資金貸付について 
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ア 県は、本件組合に対し、県の中小企業高度化資金貸付制度により、ピオ21の建設に要する費用として、

平成10年５月21日、無利子、償還期限20年、５年据置15年均等償還（平成15年９月30日は7,977万円、平成

16年から平成29年まで毎年９月30日に7,976万3,000円ずつの分割払)､延滞違約金年利10.75％、貸付対象建

物及び組合所有地に第１順位の抵当権を設定、組合員個人を連帯保証人とすること等を貸付条件として、

11億9,645万2,000円を貸し付け（以下「本件貸付け」といい、本件契約に基づく貸付金を以下「本件貸付

金」という｡)､同年７月１日公正証書を作成した。 

県の中小企業高度化資金貸付制度とは、中小企業者が組合等を設立し、共同して経営基盤の強化を図る

ためにショッピングセンター等を建設する事業等の中小企業高度化資金（以下「高度化資金」という｡)の

対象となる事業を実施するに当たって、土地、建物等の施設の設置に必要な資金の貸付けなどを行うもの

である。 

イ 本件組合は、県の高度化資金の貸付けを受けるため、平成９年11月25日、本件貸付けの貸付申請書を提

出した。県は、中小企業事業団（現・独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」という｡)）

に同月27日付けで本件組合に貸し付けるための資金の借入申請書を提出し、平成10年３月４日、中小企業

事業団から県に対する８億760万5,000円の貸付決定（償還期限20年、償還方法５年据置15年均等償還、無

利子）を受けた後、同月16日、本件組合に対して11億9,645万2,000円の本件貸付けを決定し、同年５月21

日、本件契約が締結された。 

(3) 本件契約の変更について 

本件組合は、オープン直後からの業績不振が続いており、本件貸付金の償還が始まった平成15年当初から、

本件契約の約定どおりに当該年度の償還金額の償還ができない状況であった。そこで、本件組合は、県との

間で、新潟県中小企業高度化資金等助成規則第14条に基づき、平成15年度から平成25年度までの間、毎年、

当該年度の償還金額を減額して次年度以降の償還金額を加算する内容の変更契約を締結しており、平成22年

度及び23年度には当該年度の償還金額を減額して次年度以降の償還金額を加算する内容に加え、最終償還期

限を各１年延長する変更契約を締結している。 

また、県が中小機構から借り入れている資金（以下「機構借入金」という｡)に関しては、「高度化事業に

係る都道府県に対する資金の貸付けに関する準則」の償還猶予の規定に基づき貸付条件変更に係る中小機構

の承認がなされている。 

(4) 平成25年９月27日の貸付条件変更契約について（直近契約） 

本件組合は平成25年５月31日に、平成25年度の償還金額１億3,425万円を3,500万円に減額し、翌平成26年

度から平成30年度までの償還金額を各１億5,410万円に、平成31年度の償還金額を１億6,350万円に変更する

「中小企業高度化資金貸付条件変更申請書」を県に提出した。 

県は、専門的見地での経営診断を行うため、公益財団法人にいがた産業創造機構とともに診断班を組み、

本件組合の決算報告書などの資料に基づいて本件組合の経営内容や改善の見込みを診断し、担保価値を調査

するなどした。 

その結果、変更前の高度化資金約定償還額は多額で本件組合の財源確保は困難であり、本件組合の事業継

続を図り業績回復を待つなかで貸付金の回収を図る方が徴収上有利と判断し、県は本件組合との間で平成25

年度の償還額を減額する変更契約（以下「本件変更契約」という｡)を平成25年９月27日に行った。また、機

構借入金の貸付条件変更については中小機構から承認されている。 

２ 監査対象機関の見解 

  違約金は、契約に基づく償還期限までに償還が行われなかった場合、その延滞日数に応じて徴収するもので 

あるが、県と本件組合は平成15年度以降の各年度において貸付条件を変更する契約を締結し、本件組合は変更

契約内容に基づき償還期限までに支払いを行っており、県が本件組合に違約金を請求する権利は発生していな

い。  

また、法施行令第171条の６では債権管理について一定の知事の裁量が認められており、本件条件変更は、診

断結果に基づき、知事の裁量が認められる範囲内で、適正な意思決定の手続を経て、中小機構の承諾の上で条

件変更契約を行ったものである。 

上述のとおり、県は違約金請求権を有していないため、違法又は不当に財産管理を怠る事実はない。 

３ 判断  

  以上の事実関係の確認及び監査対象機関の見解を踏まえ、本件請求に対し次のとおり判断する。                         

  請求人は、本件貸付金に係る各年度の償還期日が到来したものについて、約定どおりの償還がなかった時点

で本件契約第７条の違約金が発生しているにもかかわらず、当該違約金請求権を行使していないことが法第242

条第１項規定の「財産の管理を怠る事実」に該当すると主張しているものと解される。       
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  ところで、本件においては各年度の償還額及び償還期限の変更に関し、これまでに11回の変更契約が行われ 

ているが、「財産の管理を怠る事実」すなわち違約金の発生及びその請求を怠る事実の有無は、これらの変更

契約が適法になされているか否かに係るものである。 

住民監査請求においては、「当該行為のあった日又は終わった日から１年を経過したときは、これをするこ

とができない」（法第242条第２項）とされており、また、法第242条第２項の規定について、平成14年７月20

日最高裁判所判決によれば、「怠る事実を対象としてされた監査請求であっても、特定の財務会計上の行為が

財務会計法規に違反して違法であるか又はこれが違法であって無効であるからこそ発生する実体法上の請求権

の行使を怠る事実を対象とするものである場合には、当該行為が違法とされて初めて当該請求権が発生するの

であるから、監査委員は当該行為が違法であるか否かを判断しなければ当該怠る事実の監査を遂げることがで

きないという関係にあり、これを客観的、実質的にみれば、当該行為を対象とする監査を求める趣旨を含むも

のとみざるを得ず、当該行為のあった日又は終わった日を基準として本件規定を適用すべきものである」とさ

れている。 

これらを踏まえ、平成25年９月27日前に行われた変更契約については財務会計行為のあった日から１年を経

過していることから監査の対象から除外し、本件変更契約を監査の対象とした。 

債権管理に関して、法第240条第３項においては、「普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定める

ところにより、その徴収停止、履行期限の延長又は当該債権に係る債務の免除をすることができる」と、法施

行令 第171条の６第１項においては、普通地方公共団体の長は、「債務者が当該債務の全部を一時に履行する

ことが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると

認められるとき」などの場合においては、「その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる」と規

定されている。これらの規定の趣旨は、知事に貸付条件の変更等の債権管理について一定の裁量権を認めたも

のと解される。 

これを本件についてみると、本件変更契約は新潟県中小企業高度化資金等助成規則第14条に基づいて行われ

たものであり、また、公益財団法人にいがた産業創造機構とともに行った専門的な見地からの経営診断に基づ

き、変更前の高度化資金約定償還額は多額で本件組合の財源確保は困難であり、本件組合の事業継続を図り業

績回復を待つなかで貸付金の回収を図る方が徴収上有利であるとの判断のもとに行われたものである。併せて、

その変更に伴う機構借入金の貸付条件変更承認もなされている。 

これらのことから、本件変更契約を行ったことが法令で認められた知事の裁量権を逸脱し、又は濫用したも

のとはいえず、本件変更契約は適法なものと認められる。 

よって、本件変更契約に係る違約金は発生しておらず、県が違法又は不当に財産管理を怠る事実はないと認

められることから、請求人の主張については、理由がないものと判断する。 
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